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会 議 録

第１回 和光市介護保険運営協議会

開催年月日・召集時刻 令和元年５月２０日（月）午後１時３０分

開 催 場 所 和光市役所５階 ５０３会議室

開催時刻 午後１時３０分 閉会時刻 午後２時

出 席 委 員 事 務 局

菅野 隆 保健福祉部長 大野 孝治

津川 知子 地域包括ケア課長 野中 大介

新井 元 長寿あんしん課長 前島 祐三

雲崎 恵美子 長寿あんしん課課長補佐 平川 一朗

栗原 才子 長寿あんしん課介護福祉担当

宇部 章子 統括主査 堀江 和美

大西 康之 主 査 松本 理恵

宮永 美都 主 事 松田 まどか

柳澤 敏夫

木暮 晃治

松根 洋右

深野 正美

欠 席 委 員

金子 正義

平井 耕司

森田 圭子

備

考

傍聴者 なし

会議録作成者氏名 松田 まどか
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会 議 内 容

平川課長補佐

大野保健福祉部長

ただいまから、令和元年度第 1回和光市介護保険運営協議会を始
めさせていただきます。

本日は、お忙しい中、委員の皆様におかれましては、ご出席いただ

きまして誠にありがとうございます。

まず、本日の資料の確認をさせていただきます。

≪事前≫配布資料

①No.1-1 令和元年度介護保険特別会計 6月補正予算要旨
②No.1-2 令和元年度和光市介護保険特別会計補正予算（第１号）（案）

③No.1-3 令和元年度介護保険特別会計予算執行状況（6月補正版）
④No.1-4 令和元年度 6月補正予算財源充当

≪当日≫配布資料

①会議次第

②No.1-3 令和元年度介護保険特別会計予算執行状況（6月補正版）
【訂正資料】

③No.2 第 7期和光市介護保険事業計画に基づく地域密着型サー
ビス事業者の選定方法の変更について

資料に不足がある方は挙手をお願いします。（なし）

それでは、開会にあたりまして、大野保健福祉部長からご挨拶を申

し上げます。

皆様こんにちは。

4月より保健福祉部長を拝命いたしました、大野でございます。よろ

しくお願いいたします。本日は公私ご多用の中、令和元年度第 1回

介護保険運営協議会にご参加いただき、誠にありがとうございます。

開催に先立ちまして、一言ご挨拶申し上げます。

3月 25 日に開催された介護保険・高齢者福祉担当課長会議におい

て、埼玉県より全国の第７期の介護サービス量の見込について報告

がありました。2020 年度は 2017 年度実績値に対し、在宅サービスが

10％増加する見込となっております。

今年度 10 月には消費税増税に伴う介護報酬の改定がありますが、こ

の改正では年々増加するサービス量に対して不足する介護人材確保
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平川課長補佐

大野部長

平川課長補佐

菅野会長

平川課長補佐

菅野会長

菅野会長

の取組をより一層進める目的もございます。

さて、第７期介護保険計画が２年目となりますが、社会保障審議

会の介護部会においては、すでに第８期計画の審議が始まっており

ます。和光市におきましても、１年目の課題を抽出しつつ第８期へ

向けて徐々に準備をしていくこととなりますが、各委員の皆様にご

忌憚のないご意見をいただき、和光市の介護保険の更なる向上へと

つなげていければと思います。

最後に、本日の議事のとおり諮問事項 1件、承認事項 1件、報告

事項 1 件となっておりますので、なにとぞよろしくお願いいたしま

す。簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。

（地域包括ケア課長、長寿あんしん課長挨拶）

運営協議会に対しまして市長から諮問をさせていただきます。本来

であれば、市長から会長に諮問書をお渡しすべきところですが、公

務のため、大野保健福祉部長が代理で行います。

（「諮問書」）を読み上げ会長に渡す。

それでは、菅野会長に会議の進行をお願いいたします。

ただいまから、令和元年度第 1回和光市介護保険運営協議会を開会

します。まず、本日の委員の出席状況について事務局から報告願い

ます。

本日の出席委員は、委員 15 名中 12名です。

本日の協議会につきまして、和光市介護保険条例第 20 条第 2号に規

定されている会議の開催要件を満たしておりますので、会議は成立

となります。

続いて、議事録の署名人を指名させていただきます。名簿順ではご

ざいますが、栗原委員、雲崎委員、議事録の署名をお願いします。

それでは、議事に入ります。市長からの諮問に基づき、諮問事項 1

「令和元年度和光市介護保険特別会計補正予算（第 1号）（案）」を

事務局から説明をお願いします。
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松田主事

菅野会長

それでは、諮問事項「令和元年度和光市介護保険特別会計補正予算

（第 1号）（案）」の説明をいたします。

最初に 1点資料の訂正がございます。

資料 No.1-2「令和元年度和光市介護保険特別会計補正予算（第 1号）

（案）をご覧ください。

歳入の一般会計繰入金の説明欄に「介護給付費準備基金繰入金」と

ありますが、こちら「事務費繰入金」の誤りです。大変申し訳ござ

いません。訂正をお願いいたします。

事前配布資料 No.1-1「6月補正予算要旨」をご覧ください。

今回の補正内容は介護保険システム改修の歳出予算の増額補正とこ

れに伴う歳入予算、事務費繰入金の増額補正です。

歳出をご覧ください。

令和元年 10月に実施される介護報酬の改定に伴い、介護保険システ

ムの改修が必要となるため 105 万 9千円の増額補正を行います。

続いて、歳入をご覧ください。歳出の増額補正に伴い、事務費繰入

金を同じ額補正し、一般会計から特別会計へ繰り入れます。

今回のシステム改修に関しては、国からの提示が当初予算の計上時

よりも遅れたため、補正予算での対応となりました。

資料の No.1-2 は予算書の形で明記したものです。

資料の No.1-3 は介護保険特別会計の予算現額を示したものです。

資料の No.1-4 は今回の 6月補正で入ってきたお金をどの歳出に充当

しているかをまとめた財源充当表です。

お時間のある時に要旨と併せてご確認いただければと思います。

6月補正についての説明は以上です。

事務局からの説明が終わりました。質問等がございましたらお願い

します。

質問がないようですので、採決を行ないます。

諮問事項 1「令和元年度和光市介護保険特別会計補正予算（第 1号）

（案）」を原案のとおり承認することについてご異議ございません

か。

（異議なし）
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堀江統括主査

菅野会長

菅野会長

堀江統括主査

それでは、次に進みます。

承認事項 1「第 7期和光市介護保険事業計画に基づく地域密着型サー

ビス事業者の選定方法の変更について」を、事務局から説明をお願

いします。

それでは、承認事項「第 7期和光市介護保険事業計画に基づく地域

密着型サービス事業者の選定方法の変更について」説明します。

資料 No.2 をご覧ください。

まず、今回変更をさせていただく事業ですが、グランドデザイン

南エリアにおける定期巡回・随時対応型訪問介護看護になります。

これまでの経緯としては、前回のこの運営協議会でもご報告させて

いただきましたが、南エリアで事業を行っておりましたエースケア

センター和光が平成 31 年 1 月 31 日付で事業を廃止いたしました。

そこで、平成 31年 2月 25 日から 3月 22 日までの期間で公募をいた

しましたが、申請する事業所がございませんでした。また、公募に

あたり、市内事業所にも公募している旨の呼びかけを行いましたが、

申請にはいたりませんでした。

今後、6月にあらためて再公募を行う予定ではございますが、もし再

公募しても申請がない場合、事業者の選定方法を公募による選定か

ら市から積極的に事業者等に声かけをしていく随意による選定に変

更させていただくとことをご承認いただきたいと考えております。

参考資料として、近年の定期巡回の件数についての資料を添付し

ました。

市内の定期巡回の事業所や件数については、件数が伸びており、必

要数が伸びでくると考えておりますので、積極的に整備につとめて

まいりたいと思います。

事務局からの説明は以上です。

何かご質問等ございましたらお願いします。

随意選定ということは、どこか事業所にあたりはついているのでし

ょうか。

市内事業者には呼びかけを行っておりますが、人手不足があるため

はっきりとは決まっておりませんが、4月になり体制も変化している

事業所もあるため、改めて公募をしても申請がない場合には随意選
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菅野会長

堀江統括主査

新井委員

堀江統括主査

菅野会長

堀江統括主査

定に切り替えてまいりたいと考えております。

有資格者が少ないため遠方の事業所がやってくることになります

か。

まずは市内事業所や都内の経験のある事業所へ呼びかけていきたい

と考えております。

公募での応募がなかったとのことですが、問合せなどはあったので

しょうか。

今回の公募では、5事業所へ応募要項をお配りしましたが、残念なが

ら先ほど申し上げましたとおり人手不足や体制の変化により

申請までは至りませんでした。

その他ご質問等がないようですので、採決を行ないます。

承認事項 1「第 7期和光市介護保険事業計画に基づく地域密着型サー

ビス事業者の選定方法の変更について」を原案のとおり承認するこ

とについてご異議ございませんか。

（異議なし）

つづきまして、報告事項です。

報告事項「第７期長寿あんしんグランドデザインについて」を、事

務局から説明をお願いします。

それでは、報告事業として第 7期長寿あんしんグランドデザインの

進捗状況についてご報告をさせていただきます。

こちらについては、口頭のみで説明させていただきます。

まず、グランドデザイン南エリアの介護予防拠点についてですが、

諏訪原団地、南大和団地の高齢化対応として、同地域に整備をすす

めているところです。

周辺地域にいくつかの空き物件を見つけ、現在、その物件について
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菅野会長

堀江統括主査

菅野会長

調査中です。今年度整備をめざして、またあらためて、ご報告させ

ていただきたいと存じます。

また、南第二地域包括支援センターについても現在の南地域包括支

援センターを拡大する案や新規の公募による設置など、検討段階に

入っており、設置にむけて動きが出てきており、運営協議会の場で

もお諮りしていきたいと思っております。

北エリアの、定期巡回・随時対応型訪問介護看護併設の、地域密着

型介護老人福祉施設についてですが、関係各所との調整を行い、設

置にむけての取り組みを行っているところです。

現在、北エリアではございませんが、西大和団地の建て替え計画の

中でＵＲとして計画に併せてＵＲから市の計画に協力するという提

案を受けており、ＵＲとも協議をしていきたいと思っております。

こちらの進捗状況についてもみなさまに随時報告していきたいと考

えております。

事務局からの説明が終わりました。質問等がございましたらお願い

します。

ないようでしたら報告事項を終了いたします。

その他、事務局から何かありますか。ありましたらお願いします。

今年度 10 月には消費税率引き上げに伴う介護報酬改定がございま

す。さらに、新しい介護職員の処遇改善加算として、ベテランの介

護士がいる事業所へ加算がつくといった改定もございます。

報道でもあるように人材確保が非常に難しくなっておりますが、皆

様が安心して暮らせるよう制度設計をおこなってまいりたいと思い

ますので、みなさまにご協力いただければと思います。

事務局からは以上です。

それでは、これで令和元年度第１回和光市介護保険運営協議会を閉

会させていただきます。どうもありがとうございました。

≪ 閉 会 ≫
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議事録署名人

印

印


